
庁      議  

              日時： ７月２２日（水）ＡＭ８：３０ ＜庁議室＞ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【市長挨拶】 

 

 

 

 

 

【協議事項】 

１ 損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について         都市政策部長 

 

 

 

【連絡事項】 

１ 太田市と株式会社群馬プロバスケットボールコミッションとの       企画部長 
地域活性化に関する包括連携協定の締結について 

 

 

２ 「戦没者を追悼し平和を祈念する日」における職員の黙とうについて     福祉こども部長 

 

 

３ 消防法令に係る消防用設備等の設置命令違反をした者の告発について    消防長 

 

 

 

【その他】 

１ ９月定例会日程表について                       議会事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
◆ 次回庁議予定 ◆ ８月 ５日（水）ＡＭ８：３０～＜庁議室＞ 案件名報告： ７月２２日 (水)PM5:00 
                                    資料提出：  ７月２９日 (水)PM5:00 
 



７月２２日 庁議提出案件             資料No.１ 

●内 容 【 1.協議事項  】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

             都市政策部長 氏名 越塚 信夫  内線（TEL）２８００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について 

 

【 目 的 】 

  道路等の瑕疵等により発生した事故に関し、損害賠償の額を定め、和解することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分したことを

報告するものです。 

 

【 概 要 】 

１ 裏面損害賠償表のとおり 

 

２ 本件に関し、市と相手方との間には、上表に記載のほか、一切の債権債務関係がないこと 

を相互に確認する。 

 

３ 損害賠償の支払い ＣＨＵＢＢ損害保険㈱道路賠償責任保険にて対応しました。 

 

４ その他 地方自治法第１８０条第２項の規定により、令和２年８月委員会協議会あて 

に報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 都市政策部 道路整備課 管理係 内線2711 ４７－１８３５ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 

 



 

１ 道路等の瑕疵等による発生した事故による損害賠償表 

 
専決処分日 

損害賠償額 

（損害額） 

過失 

割合 
事故概要 

1 令和2年7月8日 
123,750円 

（247.500円） 
5割 

由良町地内で令和元年10月29日発生。

乗用車が走行中、道路に生じていた陥

没部分を通過したところ、車両の右前

輪タイヤ・ホイール及び右後輪タイ

ヤ・ホイールを損傷した。 

2 令和2年7月8日 
14,000円 

（20,000円） 
7割 

西長岡町地内で令和2年2月17日発生。 

自転車が走行中、道路に生じていた陥

没部分を通過したところ、自転車の前

輪タイヤ・ホイール、後輪タイヤ・ホ

イール及びフレーム等を損傷した。 

 

3 

 

令和2年7月8日 
31,845円 

（63,690円） 
5割 

古戸町地内で令和2年4月14日発生。 

乗用車が走行中、道路に生じていた陥

没部分通過したところ、車両の左前輪

タイヤを損傷した。 

 

 

4 

 

 

令和2年7月8日 
5,500円 

（11,000円） 
5割 

市場町地内で令和2年4月20日発生。 

乗用車が走行中、道路に生じていた陥

没部分を通過したところ、車両の右前

輪タイヤ及び右後輪タイヤを損傷し

た。 

 

 

 

合   計 
175,095円 

(342,190円) 
  

 



 ７月２２日 庁議提出案件           資料No. １  
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

               企画部長 氏名 栗原 直樹  内線２２００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

 太田市と株式会社群馬プロバスケットボールコミッションとの地域活性化に関する包括連

携協定の締結について 

 

【 目 的 】 

 本協定は、太田市と株式会社群馬プロバスケットボールコミッションが、バスケットボール

というスポーツ活動を通じて、両者が相互に連携協力することにより、地域の活性化に寄与す

ることを目的とする。 

 

【 概 要 】 

１．協定名称 太田市と株式会社群馬プロバスケットボールコミッションとの 

地域活性化に関する包括連携協定 

２．協定相手  株式会社群馬プロバスケットボールコミッション          

代表取締役社長 阿久澤 毅                        

３．協定内容 （１）スポーツ振興に関すること 

       （２）市民の健康増進に関すること    

（３）地域の安全・安心に関すること 

 （４）地域産業・観光の振興に関すること 

       （５）シティプロモーションに関すること 

 （６）子育て支援、青少年の健全育成に関すること 

       （７）地域人財の育成に関すること 

       （８）その他、目的を達成するために必要な事項 
 

４．協定締結日 令和２年７月１５日 

５．今後の予定 群馬クレインサンダーズ選手の協力によるスポーツ振興事業を主として連

携を図る。 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先  企画部 企画政策課 企画政策係 内線2293 47－1892 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 ７月 ２２日 庁議提出案件           資料No. ２    
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可    】 

○公開時期【 1.庁議後  】 

 

            福祉こども部長 氏名 荒木 清   内線（TEL）２５００   

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  「戦没者を追悼し平和を祈念する日」における職員の黙とうについて 

 

【 目 的 】 

  ８月１５日は「戦没者を追悼し平和を祈念する日」（終戦記念日）となっています。国に

おいては「全国戦没者追悼式」が、群馬県においても「群馬県戦没者追悼式」がそれぞれ行

われます。本市におきましても、追悼式の趣旨に沿って職員に黙とうをお願いするものです。 

 

【 概 要 】 

 １．黙とうの実施方法等について 

（１）日時：令和２年８月１５日（土）正午から１分間 

  （２）方法：当日、ラジオ放送（ＮＨＫ第一放送）で正午の時報を合図に１分間の黙とう

をします。 

  （３）周 知 方 法 ：令和２年８月１４日（金）の夕方の庁内放送で職員に周知します。 

 

２．その他 

  （１）原爆の日の黙とうについて 

     広島市及び長崎市に原子爆弾が投下されて７５年目にあたります。 

     両市では、被爆７５周年の慰霊及び平和記念式典を行い、原爆で亡くなられた人々

の冥福と世界恒久平和の確立を祈念するため、平和の鐘を合図に１分間の黙とうを

捧げることとしています。 

     本市の職員もそれぞれの原爆投下時刻に合わせて１分間の黙とうをお願いします。 

     ・原爆投下日時  広島市：８月６日（木）午前８時１５分 

              長崎市：８月９日（日）午前１１時２分 

 

  （２）太田市戦没者等追悼式について 

    太田市戦没者等追悼式は、１０月３日（土）新田文化会館（エアリス）で実施予定 

 

 

【 備 考 】 

 

＊問い合わせ先 福祉こども部社会支援課 管理係 内線２５２１ ４７－１８２７ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 


